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平成 19 年 9 月期の概要 

 
経済金融環境 

 
  当中間期における日本経済は、不安材料を抱えながらも回復基調を保ちました。外需はアジア・欧州向けを中心に好調で、特に

中国に旺盛な需要がありました。堅調な輸出が、建築基準法改正による住宅投資の急減の影響を吸収し、企業の底堅い設備投資

と収益の改善を呼び込みました。家計を巡る環境では、猛暑の影響で一部に好調な業種もありましたが、賃金の伸び悩み、年金不

安、住民税負担増、原油・穀物の価格高騰の連鎖による物価上昇などから、個人消費は心理悪化で足踏みの状態が続きました。 

  また米国の住宅バブル崩壊の影響がサブプライムローン債券の急落を引き起こし、特に、夏場以降、世界的な混乱を招くことに

なりました。金融市場では、日銀は無担保コールオーバーナイトレートを平成 19 年 2 月の引き上げ以来、0.5％に据え置いています。

長期金利については、一時 1.9％台まで上昇したものの、1.5％まで低下した後、中間期末には 1.6％台となりました。ドル円の為替

レートは 6 月に 124 円台まで円安が進行しましたが、8 月に 111 円台を付けた後、中間期末には 115 円前後の水準まで戻しました。

日経平均株価は、7 月に年初来高値（終値）の 18,261.98 円を付けた後、急落し、中間期末の終値の 16,785.69 円は、期初の水準

を下回る結果となりました。 

  日銀は、景気は緩やかな回復が続いているとの認識を維持していますが、サブプライム問題を発端とした世界的な信用収縮懸

念から、質への逃避、円高、株安といった中、利上げ観測は後退しています。内外経済に与える影響として、引き続き、米景気の減

速の影響、原油価格の動向に留意する必要があります。 

 
会社の対処すべき課題 

 
  当社は、平成 18 年 4 月 26 日付で、金融庁より、不動産管理処分信託の 1 年間新規受託業務停止を主とする行政処分を受け

て、受託案件の調査・審査を行うとともに、内部管理体制の整備、経営管理（ガバナンス）態勢並びに法令遵守（コンプライアンス）態

勢の確立を図るべく、業務改善計画を策定し、鋭意その実現に取り組んでまいりました。その結果、平成 19 年 5 月 11 日より、不動

産管理処分信託の新規受託業務を再開することができました。当社といたしましては、安心してお取引いただける銀行として、今後

なお一層、経営管理態勢および法令等遵守態勢の高度化に取り組んでまいります。 

  また、平成 19 年 9 月 30 日には金融商品取引法が全面施行されました。これに伴い、お客様への商品説明や勧誘行為につき

ましては、規程化やその社内周知を行い、より細心の注意を払うべく対策を講じております。顧客情報保護につきましても、管理態

勢の整備・確立状況について定期的に確認し、万全を期しております。 

  信託業法、信託法の改正を受け、信託の実務的なルールが整備、合理化された中、当社といたしましてもお客様の様々なニー

ズにお応えできますよう、柔軟な、クオリティの高い信託サービスの提供に注力してまいります。 
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営業の経過及び成果 

 
  当中間期におきましては、不動産管理処分信託の新規受託業務を 5 月に再開し、時代のニーズに対応し、新しいタイプの信託

案件にも取り組んでまいりました。サブプライム問題を起因とする運用ニーズの冷え込みや、金銭債権証券化案件に対する慎重姿

勢、また一部の大型案件終了による信託財産減少により、厳しい収益環境ではありますが、専門性の高いカスタムメイドの信託業務

を提供することで、既存のお客様との取引関係を強化すると同時に、新規のお客様の開拓に注力しております。 

  このような経済金融環境および事業経過のもと、当中間期は次のような業績となりました。 

 
経営成績 

 
  当中間期の経営成績については、経常利益は 707 百万円（前年同期比 188 百万円減少）、中間純利益は 365 百万円（前年同

期比 162 百万円減少）となりました。収益・費用の概要については、経常収益は、受託審査厳格化のもと、新規案件の獲得に注力し

てまいりましたが、既受託案件の信託財産減少に伴う収益減を補うまでにはいたらず、1,836 百万円（前年同期比 147 百万円減少）

となっております。一方、経常費用は、管理体制強化に伴う営業経費の増加により、1,128 百万円（前年同期比 41 百万円増加）とな

っております。 

 
財政状態 

 
  資産負債の状況については、信託勘定借の減少とともに現金預け金が減少した結果、総資産は期中 108 億円減少し、中間期

末残高は 153 億円となりました。このうち現金預け金は 129 億円（期中 84 億円減少）、信託勘定借は 49 億円（期中 102 億円減少）

となっております。有価証券につきましては、一部を定期預け金に振り替えました結果、保有残高は 16 億円（期中 20 億円減少）と

なりました。キャッシュ・フローについては、信託勘定借の減少の影響等で営業活動によるものが115億円の支出、投資活動によるも

のが 20 億円の収入、財務活動によるものが 15 億円の支出となっております。この結果、現金及び現金同等物は期中 109 億円減

少し、中間期末残高は 81 億円となりました。なお、前期繰越利益、収益実績を勘案し、期末配当 15 億円を実施いたしました。 

 
自己資本 

 
  平成 19 年 3 月末より適用された新自己資本比率規制（バーゼルⅡ）において、信用リスクの計測手法は標準的手法、オペレー

ショナル･リスクの計測手法は粗利益配分手法を採用しております。当中間期末の単体自己資本比率（国内基準）は 66.16％となっ

ております。 

 
信託勘定の状況 

 
  信託業務の状況については、大型信託契約の終了や、一部案件の早期償還により、信託財産残高は、合計で、期中 4,486 億

円減少して中間期末現在 3 兆 7,874 億円となりました。信託業務別に見ますと、包括信託が期中 3,063 億円減少して中間期末現

在 2 兆 6,451 億円、特定金外信託が期中 988 億円減少して中間期末現在 7,119 億円、不動産信託が期中 457 億円減少して中

間期末現在 3,252 億円となりました一方、金銭債権信託は期中 20 億円増加して中間期末現在 990 億円、特定金銭信託は期中 1

億円増加して中間期末現在 61 億円となりました。 

 

 





 
 
 
中間損益計算書 

 
（単位：百万円）

1,983 1,836 3,813

1,567 1,499 3,031

11 22 36

有価証券利息配当金 6 4 11

預け金利息 5 18 25

404 311 744

その他の役務収益 404 311 744

その他経常収益 － 3 －

その他の経常収益 － 3 －

1,087 1,128 2,208

6 6

その他の支払利息 6 6 26

268 115 429

支払為替手数料 1 1 3

その他の役務費用 266 113 426

787 986 1,745

25 20 7

その他の経常費用 25 20 7

896 707 1,604

896 707 1,604

206 297 478

160 43 191

528 365 935中間（当期）純利益

法人税等調整額

税引前中間（当期）純利益

その他経常費用

経常利益

法人税、住民税及び事業税

営業経費

経常収益

経常費用

信託報酬

役務取引等収益

資金運用収益

資金調達費用

平成18年9月期 平成19年3月期平成19年9月期

役務取引等費用

26
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